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後
北
条
氏
遺
臣
小
考

神
　
崎
　
彰
　
利

は
　
じ
　
め
　
に

　
こ
の
小
論
は
、
近
世
社
会
成
立
期
の
重
要
な
一
要
素
で
あ
る
、
兵
農
分
離
の
一
側
面
の
事
例
報
告
で
あ
る
。
本
論
に
先
立
っ
て
、
ま
ず

次
の
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
木
村
礎
先
生
が
は
じ
め
て
講
座
を
担
当
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
七
年
日
本
近
世
史
演
習
で
あ
っ
た
。
通
常
い
わ
れ
る
、
木
村
研
究
室

に
よ
る
第
一
回
の
現
地
調
査
は
こ
の
時
か
ら
始
ま
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
百
回
を
こ
え
た
。
筆
者
は
幸
い
に
も
、
こ
の
多
く
の
調
査
に
参

加
し
、
幾
つ
か
の
小
論
の
発
表
も
で
き
た
。
筆
者
に
多
少
な
り
と
も
方
法
論
と
も
い
え
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
こ
の
現

地
調
査
を
通
じ
て
得
た
も
の
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

　
調
査
全
体
の
方
針
と
は
別
に
、
個
人
と
し
て
こ
の
過
程
で
常
に
念
頭
に
置
い
た
幾
つ
か
の
課
題
の
中
に
、
近
世
社
会
成
立
過
程
で
重
要

な
要
素
で
あ
る
兵
農
分
離
の
検
討
が
あ
っ
た
。
筆
者
は
こ
れ
を
、
”
近
世
村
落
と
農
民
の
系
譜
”
と
い
う
テ
ー
マ
に
し
て
折
に
ふ
れ
て
関

連
資
料
の
収
集
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
何
分
に
も
、
対
象
と
す
る
時
期
と
主
題
の
た
め
、
収
集
資
料
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
止
ま
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
後
北
条
氏
旧
臣
を
対
象
と
し
て
そ
の
去
就
や
ま
た
、
在
地
の
動
向
を
感
想
ふ
う
に
記
述
し
、
既
述
し
た
今
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後
の
主
題
の
一
素
材
と
し
た
い
。
な
お
、
小
稿
で
使
用
す
る
史
料
等
は
特
に
断
わ
ら
ぬ
限
り
は
、

執
筆
し
た
地
誌
の
資
料
編
や
通
史
に
よ
っ
て
い
る
。

一

こ
れ
ま
で
筆
者
が
ま
と
め
た
論
文
や
、

　
徳
川
氏
の
権
力
拡
大
過
程
に
お
い
て
、
五
か
国
か
ら
関
東
へ
の
転
封
は
重
要
な
立
場
を
し
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
五
か
国
総
検
の
検

地
基
準
が
、
関
東
入
国
直
後
に
改
定
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
兵
農
分
離
と
い
う
立
場
か
ら
見
る
と
、
周
知
の
よ
う
に
既
に

天
正
十
六
年
に
は
豊
臣
秀
吉
の
兵
農
分
離
政
策
が
公
布
さ
れ
て
お
り
、
徳
川
氏
の
関
東
入
国
は
こ
の
二
年
後
に
当
た
る
。
そ
し
て
天
正
十

八
年
、
秀
吉
の
転
封
政
策
の
一
環
と
し
て
、
徳
川
氏
は
関
東
転
封
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
転
封
は
兵
農
分
離
を
必

然
化
す
る
。
た
と
え
ぽ
家
臣
の
中
で
も
、
鎌
倉
期
か
ら
の
伝
統
を
も
ち
、
当
時
徳
川
氏
の
今
切
軍
船
兵
糧
奉
行
と
称
さ
れ
た
、
遠
江
国
浜

名
郡
宇
布
見
郷
の
中
村
氏
は
転
封
に
従
わ
ず
、
土
着
し
世
襲
名
主
と
し
て
続
い
た
。

　
関
東
へ
入
国
し
た
徳
川
氏
に
と
っ
て
、
直
面
し
た
多
く
の
問
題
の
一
つ
に
、
新
領
国
に
お
け
る
兵
農
分
離
H
後
北
条
氏
旧
臣
と
、
ま
た

在
地
有
力
農
民
た
ち
へ
の
対
応
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
相
模
国
で
は
旧
家
一
五
一
家
の
う
ち
、
後
北
条
氏
旧

臣
三
六
家
、
郷
士
的
な
老
三
五
家
（
児
王
幸
多
「
村
落
社
会
の
組
成
」
『
近
世
農
村
社
会
の
研
究
』
）
、
ま
た
武
蔵
国
は
旧
家
四
七
七
家
中

後
北
条
氏
旧
臣
は
二
八
〇
家
と
い
わ
れ
る
（
『
目
黒
区
史
』
資
料
編
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
北
条
氏
旧
臣
で
徳
川
氏
に
臣
従
し
た
者
に
つ

い
て
は
正
確
な
数
字
は
出
て
い
な
い
。
『
武
徳
編
年
集
成
』
に
よ
る
と
、
天
正
十
九
年
十
二
月
の
条
に
、
坂
東
の
烈
士
を
召
し
出
し
た
老

多
し
と
あ
り
、
ま
た
『
岩
渕
夜
話
』
で
も
北
条
氏
の
侍
ど
も
を
多
く
召
し
出
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
が
多
数
と
い
う
抽
象
的
な

表
現
で
あ
る
が
、
筆
者
が
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
（
以
下
『
寛
政
譜
』
と
略
称
）
か
ら
抽
出
し
た
限
り
で
は
一
四
〇
家
と
な
る
。
こ
れ
よ

り
以
前
、
天
正
十
年
武
田
氏
滅
亡
に
よ
る
、
そ
の
旧
臣
八
九
五
家
の
召
し
抱
え
か
ら
み
る
と
後
北
条
氏
旧
臣
は
少
な
い
。
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徳
川
氏
が
関
東
入
国
後
、
後
北
条
氏
旧
臣
と
接
し
た
事
実
は
、
現
存
文
書
に
依
る
と
小
田
原
開
城
直
後
の
七
月
十
六
日
に
み
ら
れ
る
。

こ
の
日
家
康
は
、
北
条
氏
譜
代
の
家
臣
で
、
相
模
国
大
住
郡
白
根
郷
領
主
遠
山
直
吉
に
対
し
て
、
北
条
氏
直
の
高
野
山
行
き
に
供
従
し
、

帰
国
す
る
ま
で
の
間
直
吉
妻
子
の
白
根
郷
居
住
を
保
証
し
、
当
主
直
吉
は
こ
の
後
徳
川
氏
の
家
臣
と
な
る
（
後
述
）
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

み
る
と
、
徳
川
氏
と
後
北
条
氏
旧
臣
と
の
関
係
は
、
小
田
原
開
城
直
後
か
ら
始
ま
り
家
康
の
積
極
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例

の
結
果
と
し
て
、
ま
ず
旧
臣
た
ち
の
土
着
を
幾
つ
か
の
地
域
を
対
象
と
し
て
追
っ
て
み
よ
う
。

　
は
じ
め
に
相
模
国
津
久
井
領
の
場
合
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
冒
頭
で
述
べ
た
木
村
研
究
室
第
一
回
の
調
査
は
当
地
か
ら
始
ま
っ
た
。
『
北

条
氏
所
領
役
帳
』
（
『
平
塚
市
史
』
2
資
料
編
中
世
　
以
下
『
役
帳
』
と
略
称
）
か
ら
後
北
条
氏
家
臣
を
通
覧
す
る
と
、
そ
の
多
く
の
家
臣

の
中
で
津
久
井
領
を
基
盤
と
す
る
「
津
久
井
衆
」
は
、
全
家
臣
団
の
中
で
所
領
規
模
が
小
さ
く
、
そ
し
て
何
よ
り
も
最
も
在
地
性
が
強
い
。

在
地
性
が
強
い
と
い
う
よ
り
は
、
他
の
戦
闘
集
団
と
異
な
り
、
甲
斐
国
の
武
田
氏
と
境
を
接
す
る
津
久
井
領
の
立
地
条
件
か
ら
し
て
、
元

々
の
小
土
豪
た
ち
を
家
臣
団
に
編
入
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
津
久
井
衆
に
と
っ
て
所
領
は
従
来
か
ら
の
生
活
地
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

実
態
は
、
『
北
条
五
代
記
』
が
伝
え
る
と
こ
ろ
の
、
北
条
早
雲
の
伊
豆
国
平
定
時
に
お
け
る
伊
豆
の
在
地
武
士
を
想
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
性
格
を
も
っ
た
津
久
井
衆
で
あ
る
か
ら
、
主
家
の
滅
亡
1
1
農
民
化
は
至
極
当
然
の
結
果
と
な
る
。
『
役
帳
』
に
よ
る
と
津
久

井
衆
は
津
久
井
城
主
内
藤
氏
以
下
ほ
ぼ
四
〇
名
で
あ
る
が
、
極
言
す
る
な
ら
ぽ
、
内
藤
氏
以
外
は
い
ず
れ
も
農
民
化
が
唯
一
の
道
と
い
え

る
。
そ
こ
で
現
在
ま
で
確
認
で
き
る
農
民
化
の
例
を
み
る
と
、
千
木
良
村
文
入
氏
以
下
、
与
瀬
村
石
井
氏
・
守
屋
氏
、
沢
井
村
石
井
氏
、

日
連
村
尾
崎
氏
、
青
根
村
．
牧
野
村
井
上
氏
、
青
野
原
村
井
上
氏
と
、
更
に
『
役
帳
』
以
外
の
小
倉
村
馬
場
氏
、
根
小
屋
村
島
崎
氏
等
々

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
氏
の
殆
ん
ど
は
近
世
に
名
主
・
組
頭
と
し
て
続
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
徳
川
氏
に
新
た
に
臣
従
し
た
者

と
し
て
守
屋
氏
・
井
出
氏
の
二
家
が
あ
る
（
後
述
）
。

　
以
上
の
農
民
の
道
を
た
ど
っ
た
旧
臣
た
ち
の
う
ち
、
こ
こ
で
青
根
村
・
牧
野
村
二
か
村
を
領
知
し
た
井
上
氏
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
お
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き
た
い
。
井
上
氏
は
『
役
帳
』
で
井
上
主
計
助
と
あ
り
、
二
か
村
で
五
〇
貫
文
を
知
行
し
、
津
久
井
衆
四
〇
名
中
四
位
に
位
置
す
る
。
土

着
後
寛
永
二
十
一
年
現
在
、
当
主
五
右
衛
門
は
別
に
か
つ
て
の
名
前
で
あ
る
主
計
助
を
名
乗
り
、
「
主
計
之
助
事
　
五
右
衛
門
」
と
旧
名

を
残
し
て
い
る
。
持
高
は
村
内
最
高
の
一
八
石
四
斗
余
（
村
高
の
二
四
％
）
で
、
家
族
と
は
別
に
「
家
中
」
と
称
さ
れ
た
従
者
九
名
が
見

ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
家
中
と
は
通
常
い
う
隷
属
農
民
で
は
な
く
、
か
つ
て
主
計
助
に
臣
従
し
た
特
定
の
旧
家
の
系
統
で
あ
る
。
同
領
内

の
長
竹
村
に
慶
長
三
年
検
地
が
実
施
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
検
地
名
請
人
に
「
竹
山
又
二
郎
家
来
大
炊
左
衛
門
」
と
、
か
つ
て
の
主
従
関
係

を
表
現
し
た
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
「
家
中
」
も
戦
国
期
の
主
従
関
係
が
こ
こ
に
持
ち
込
ま
れ
た
一
例
で
あ
る
。

　
津
久
井
衆
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
在
地
そ
の
も
の
の
例
と
し
て
、
隣
接
す
る
高
座
郡
当
麻
郷
に
足
軽
衆
に
属
し
た
「
当
麻
三
人
衆
」
が
あ

る
。
『
役
帳
』
に
あ
る
こ
の
三
人
衆
と
は
、
当
麻
郷
在
住
の
関
山
隼
人
・
当
麻
豊
後
守
、
落
合
三
河
守
で
、
天
正
十
四
年
当
麻
郷
の
市
場

を
め
ぐ
り
関
山
氏
と
落
合
氏
と
の
間
に
争
論
が
発
生
し
、
関
山
氏
が
勝
訴
し
た
。
後
北
条
氏
滅
亡
後
翌
天
正
十
九
年
検
地
に
よ
る
と
、
関

山
隼
人
は
第
七
位
の
名
請
人
と
し
て
登
場
し
、
分
家
関
山
弥
七
郎
が
第
一
位
の
名
請
人
と
な
っ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
関
山
氏
全
盛
が
確

認
さ
れ
る
。
以
後
関
山
氏
は
当
麻
村
名
主
と
し
て
継
続
し
た
。

二

　
次
に
も
う
一
つ
の
地
域
と
し
て
、
相
模
国
大
住
郡
を
対
象
と
し
て
み
る
。
前
記
津
久
井
領
が
山
間
地
域
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
大
住
郡

は
戦
国
期
に
お
い
て
も
国
内
で
水
田
の
中
心
地
で
あ
る
。
後
北
条
氏
旧
臣
た
ち
の
土
着
例
を
み
る
と
、
上
吉
沢
村
布
施
氏
を
は
じ
め
、
須

賀
村
佐
藤
氏
、
寺
田
縄
村
吉
川
氏
・
高
橋
氏
・
石
塚
氏
・
片
岡
村
久
保
田
氏
、
真
田
村
上
野
氏
等
々
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
ま
ず
と
り
あ
げ
る
の
は
布
施
氏
で
あ
る
。
布
施
氏
の
系
統
に
つ
い
て
は
少
し
不
明
な
点
が
あ
る
が
、
現
存
諸
資
料
か
ら
み
て
次

の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
布
施
氏
は
康
貞
ー
康
能
－
康
朝
と
続
く
が
、
康
貞
以
来
後
北
条
氏
の
重
臣
で
あ
る
。
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
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（
以
下
『
風
土
記
稿
』
と
略
称
）
に
よ
る
と
、
康
貞
は
上
吉
沢
村
小
字
台
谷
津
に
住
し
、
文
亀
二
年
に
は
村
内
に
曹
洞
宗
岩
松
寺
を
創
設
し

て
い
る
。
そ
の
居
宅
は
近
世
以
来
今
に
続
い
て
い
る
。
一
方
康
貞
の
跡
を
継
ぐ
康
能
は
、
『
役
帳
』
に
よ
る
と
近
接
す
る
寺
手
縄
（
寺
田

縄
）
村
を
本
貫
と
し
て
、
郡
内
白
根
村
・
板
戸
村
と
伊
豆
国
等
に
三
九
一
貫
文
余
を
知
行
し
、
天
正
二
年
に
は
寺
田
縄
村
に
日
蓮
宗
蓮
昭

寺
を
創
建
し
、
居
館
も
こ
の
辺
に
置
い
た
。
こ
の
時
点
で
布
施
氏
は
二
家
に
分
か
れ
て
お
り
、
主
家
滅
亡
後
吉
沢
村
布
施
氏
の
系
統
が
土

着
し
、
一
方
の
寺
田
縄
村
布
施
氏
は
康
朝
の
後
二
家
に
分
派
し
、
本
家
正
俊
、
分
家
景
盛
が
共
に
徳
川
氏
に
従
っ
た
。

　
同
一
家
で
も
こ
の
よ
う
に
左
右
に
分
か
れ
る
行
動
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
本
家
筋
に
当
た
る
布
施
氏
の
家
臣
土
着
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
資
料
が
現
存
す
る
。

ω
　
　
　
為
永
代
売
渡
手
形
之
事

　
　
一
上
畑
　
　
壱
反
弐
畝
　
　
　
所
者
川
登

　
　
一
右
一
番
　
座
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俵
）

　
　
一
金
子
壱
両
　
米
拾
三
表
只
今
請
取
申
候

　
右
為
永
代
与
売
置
申
所
実
正
也
、
是
寅
・
卯
両
年
之
御
年
貢
二
相
詰
売
払
申
候
故
者
、
如
何
様
之
新
御
法
度
来
候
と
も
少
茂
其
引
欠
申

　
問
敷
候
、
此
畑
．
座
敷
二
付
き
脇
β
少
茂
違
乱
申
者
無
御
座
候
、
若
六
ヶ
敷
儀
申
者
御
座
候
者
、
我
等
罷
出
急
度
将
明
可
申
候
、
為
後

　
日
請
人
之
立
、
依
而
手
形
如
件

　
　
　
天
正
拾
九
年
辛
卯
十
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
吉
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
　
　
記
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
強
左
衛
門
㊥
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名
主
修
　
　
理
㊥

同
村
　
　
（
蕃
）

　
　
増
尾
玄
番
殿

②
　
　
　
　
一
座
敷
之
覚

　
　
　
　
　
一
下
吉
沢
村
二
而
座
敷
居
而
之
覚

　
一
左
一
番
　
　
二
宮
修
理
　
中
座
　
山
田
強
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕃
）

　
一
右
一
番
　
　
増
尾
玄
番
　
右
三
人
也

　
　
　
　
（
蕃
）

　
　
増
尾
亥
番
者
布
施
三
河
守
浪
人
成
時
、
二
宮
修
理
婿
二
望
仕
候
、
姑
座
敷
御
座
候
得
土
ハ
、

　
　
座
敷
買
、
自
夫
我
等
座
敷
二
紛
無
御
座
候
、
長
伝
子
孫
置
者
也
、
覚
之
条
依
之
如
件

我
等
座
敷
無
御
座
候
故
、
外
記
右
一
番
之
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下
吉
沢
村
　
　
（
蕃
）

　
　
　
増
尾
玄
番
㊥

天
正
拾
九
年
卯
年
極
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
塚
市
史
』
3
資
料
編
近
世
2
）

　
布
施
氏
旧
臣
増
尾
玄
蕃
の
土
着
に
つ
い
て
の
一
連
文
書
で
あ
る
。
後
北
条
氏
滅
亡
の
翌
天
正
十
九
年
十
月
、
下
吉
沢
村
か
ら
上
畑
と
村

の
鎮
守
八
剣
明
神
社
の
宮
座
右
一
番
を
入
手
し
た
こ
と
と
、
更
に
座
の
構
成
員
に
な
る
に
当
た
っ
て
、
宮
座
の
最
上
層
で
あ
る
二
宮
修
理

家
に
婿
入
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
武
士
か
ら
土
着
し
て
農
民
へ
と
い
う
過
程
に
、
従
来
の
村
落
構
成
“
身
分
・
階
層
性
へ
の
対

応
の
一
側
面
が
こ
こ
に
み
ら
れ
よ
う
。



　
旧
臣
の
土
着
と
宮
座
と
の
関
係
は
、
次
の
真
田
村
に
も
認
め
ら
れ
る
。
真
田
村
名
主
上
野
氏
は
旧
姓
鈴
木
氏
で
、
先
祖
鈴
木
隼
人
は
後

北
条
氏
に
仕
え
、
村
内
の
曹
洞
宗
天
徳
寺
の
中
興
開
基
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
子
大
蔵
の
と
き
、
後
北
条
氏
滅
亡
に
よ
っ
て
土
着
し
た

が
、
こ
の
前
後
に
鈴
木
姓
を
上
野
姓
に
改
め
て
い
る
。
こ
の
改
姓
は
、
土
着
に
際
し
て
の
た
め
か
と
思
わ
れ
な
く
も
な
い
。
以
後
上
野
氏

は
世
襲
名
主
と
し
て
続
き
、
ま
た
鎮
守
牛
頭
天
王
宮
座
で
分
家
上
野
氏
が
筆
頭
の
左
一
番
、
本
家
上
野
氏
が
右
一
番
座
敷
に
位
置
し
、
持

高
も
本
家
上
野
氏
一
五
八
石
余
、
ま
た
分
家
上
野
氏
七
六
石
余
で
、
社
会
な
ら
び
に
経
済
的
な
立
場
で
村
内
最
上
位
を
し
め
て
い
る
。
宮

座
に
み
ら
れ
る
席
順
は
、
上
野
氏
等
は
祭
礼
時
に
は
上
下
・
袴
を
着
け
ら
れ
る
が
、
左
五
番
以
下
と
右
四
番
以
下
は
小
百
姓
と
称
さ
れ
、

目
常
生
活
に
お
い
て
も
正
月
の
門
松
を
飾
れ
ず
、
ま
た
日
傘
の
使
用
を
禁
止
す
る
と
い
う
厳
し
い
定
め
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
地
域
の
最
後
の
事
例
と
し
て
、
「
寺
田
縄
百
姓
衆
中
覚
」
な
る
一
資
料
か
ら
旧
臣
た
ち
の
土
着
を
み
て
み
よ
う
。
戦
国
期
の
寺
田

縄
村
は
、
先
述
し
た
布
施
氏
の
本
貫
で
あ
る
。
百
姓
衆
中
覚
は
近
世
前
期
に
作
ら
れ
た
。
本
村
上
層
農
民
の
出
身
と
、
そ
の
分
家
の
成
立

を
系
図
の
形
式
で
ま
と
め
た
も
の
で
、
左
一
・
右
一
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
宮
座
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
か
つ
て
の
出

身
を
記
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
た
と
え
ば
北
条
御
膳
奉
行
（
石
塚
氏
）
・
御
勘
定
奉
行
（
石
塚
氏
）
や
、
元
和
二
年
大
坂
牢
人
な
ど
と
そ

の
土
着
の
時
期
を
も
記
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
元
和
二
年
と
は
、
豊
臣
氏
滅
亡
に
よ
る
本
村
へ
の
土
着
と
い
え
る
が
、
こ
こ
に
小
泉
織

部
・
小
泉
茂
右
衛
門
・
南
里
久
左
衛
門
の
三
名
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
す
る
後
北
条
氏
旧
臣
の
代
表
例
と
し
て
は
、
『
風
土
記
稿
』
で
旧
家
と
し
て
い
る
高
橋
氏
と
石
塚
氏
が
あ
る
。
高
橋
氏

は
先
祖
主
計
が
伊
豆
国
で
北
条
早
雲
に
仕
え
、
伊
豆
衆
二
一
家
の
一
人
で
あ
る
。
『
役
帳
』
に
よ
る
と
、
相
模
国
三
浦
郡
衣
笠
村
で
五
〇

貫
文
を
知
行
し
て
い
る
。
当
主
勘
解
由
左
衛
門
正
頼
の
と
ぎ
、
小
田
原
落
城
と
共
に
流
浪
し
本
村
へ
土
着
し
た
。
覚
書
に
は
「
天
正
十
八

寅
年
汐
百
姓
」
と
あ
り
、
こ
の
後
多
く
の
分
家
を
出
し
て
い
る
。
持
高
四
九
石
余
で
、
宮
座
は
右
一
番
で
あ
る
。

　
石
塚
氏
は
二
家
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
天
正
十
八
寅
年
6
百
姓
」
で
、
そ
の
一
家
は
か
つ
て
「
北
条
御
膳
奉
行
」
と
い
わ
れ
、
土
着
後
は
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宮
座
筆
頭
の
左
一
番
に
位
置
し
て
い
る
。
も
う
一
家
の
石
塚
修
理
は
「
御
勘
定
奉
行
」
と
伝
え
ら
れ
、
土
着
時
の
修
理
は
持
高
一
〇
一
石

余
で
宮
座
順
右
中
座
で
あ
る
。

　
『
風
土
記
稿
』
に
記
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
旧
家
吉
川
氏
は
初
代
が
北
条
早
雲
に
仕
え
、
天
正
十
八
年
当
主
将
監
貞
経
の
時
に
土
着
し

た
。
こ
の
時
持
高
六
八
石
余
で
あ
る
。
こ
の
外
に
後
北
条
氏
旧
臣
と
確
認
で
き
る
例
と
し
て
、
石
塚
右
近
（
持
高
三
石
余
）
・
石
塚
与
五

郎
（
一
五
石
余
）
・
石
塚
兵
庫
（
一
八
石
余
）
・
本
田
清
蔵
（
四
九
石
余
）
・
船
木
徳
仙
（
三
〇
石
余
）
等
が
あ
る
。

　
以
上
、
相
模
国
内
の
二
地
域
を
対
象
と
し
て
、
後
北
条
氏
旧
臣
た
ち
の
土
着
例
を
追
っ
て
み
た
。
全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
結
果
と
し

て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
目
に
つ
く
。
こ
れ
は
既
に
多
く
論
ぜ
ら
れ
今
更
過
言
を
必
要
と
し
ま
い
が
、
土
着
し
た
旧
臣
た
ち
を
み
る
と
、
い

ず
れ
も
近
世
の
村
の
中
で
特
に
上
位
を
占
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
細
に
み
る
と
、
経
済
的
な
立
場
と

し
て
は
そ
の
持
高
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ご
く
例
外
を
除
い
て
村
落
の
中
で
は
突
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
行
政
的
な
面
で
は
名

主
を
は
じ
め
村
役
人
層
に
あ
り
、
社
会
的
な
側
面
や
村
落
生
活
上
に
お
い
て
は
、
宮
座
の
席
順
が
示
す
よ
う
に
い
ず
れ
も
村
の
上
席
に
位

置
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
家
格
と
伝
統
の
集
約
が
旧
家
と
い
う
呼
称
に
な
る
。
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三

　
土
着
に
つ
い
て
は
こ
の
程
度
と
し
て
、
次
に
徳
川
氏
に
臣
従
し
た
旧
臣
た
ち
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。
冒
頭
で
『
寛
政
譜
』
か
ら
抽

出
し
た
後
北
条
氏
旧
臣
の
徳
川
氏
へ
の
臣
従
者
は
約
一
四
〇
家
と
い
っ
た
が
、
実
数
は
こ
れ
を
上
ま
わ
る
と
い
え
よ
う
。
小
論
で
は
そ
の

全
体
を
扱
う
余
裕
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
筆
者
が
現
在
実
際
に
関
与
し
て
い
る
地
誌
と
の
関
係
か
ら
し
て
、
神
奈
川
県
域
を
対
象
と

す
る
に
止
め
て
お
く
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
現
神
奈
川
県
域
は
相
模
国
七
か
郡
と
武
蔵
国
久
良
岐
郡
・
橘
樹
郡
・
都
筑
郡
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
に



は
徳
川
氏
の
関
東
入
国
後
、
天
正
十
八
年
か
ら
二
十
年
に
か
け
て
広
範
な
旗
本
領
が
設
定
さ
れ
、
後
北
条
氏
旧
臣
も
す
で
に
こ
の
時
点
で

何
人
か
が
新
た
に
所
領
を
宛
行
わ
れ
た
。
そ
の
数
は
、
相
模
国
の
旗
本
八
二
名
の
う
ち
旧
臣
八
名
、
武
蔵
国
三
郡
へ
三
八
名
の
う
ち
九
名

と
な
る
。
こ
の
後
新
規
召
抱
え
の
旧
臣
へ
の
所
領
宛
行
は
寛
永
年
間
頃
ま
で
続
き
、
こ
の
時
点
で
相
模
国
一
六
名
・
武
蔵
国
三
郡
一
五
名

で
合
計
一
三
名
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
、
徳
川
氏
へ
旧
従
し
た
数
の
二
二
％
を
占
る
。
こ
れ
に
旧
臣
た
ち
の
宛
行
年
次
を
は
じ
め
、
旧

臣
と
所
領
等
を
ま
と
め
た
が
、
第
一
表
に
相
模
国
へ
所
領
を
与
え
ら
れ
た
一
六
名
を
あ
げ
た
。
以
下
こ
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
み
て
み
よ

う
。

（1）（2）③（4）

　
　
　
　
　
第
一
表
　
相
模
国
に
所
領
を
与
え
ら
れ
た
後
北
条
氏
旧
臣

　
氏
名
　
　
　
旧
領
　
　
　
　
　
　
　
年
次
　
　
　
新
知

仙
波
七
郎
左
　
相
模
ー
高
座
郡
　
天
正
一
九
年
　
大
住
郡
・
中
　
原
　
村

衛
門
吉
種
　
　
遠
藤

逸
見
左
馬
助

義
助

山
角
刑
部
左

衛
門
政
定

山
角
刑
部
左

衛
門
正
勝

相
模
ー
鎌
倉
郡

戸
塚

文
禄
元
年
　

大
住
郡
・
東
田
原
村

天
正
一
九
年
　
大
住
郡
・
酒
井
村
他

天
正
一
九
年
　
大
住
郡
・
酒
井
村
他

所
領
高

二
六
〇
石

三
三
〇
石

二
〇
〇
石

三
〇
〇
石

　
　
　
備
考

家
康
に
仕
え
天
正
一
九
年
陸
奥
へ

随
行
。
墓
所
大
住
郡
岡
田
村
長
徳

寺
。父
義
次
も
文
禄
元
年
肥
前
国
名
護

屋
で
家
康
に
仕
え
、
同
年
大
住

郡
中
原
村
へ
知
行
替
を
命
ぜ
ら

る
。山
角
定
勝
長
子
で
定
勝
所
領
の
内

を
分
知
。

政
定
長
子
、
定
勝
所
領
内
を
分
知
。
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（5）⑥
（7）（8）（9）qo）⑪

山
角
次
郎
右

衛
門
盛
繁

山
角
文
右
衛

門
長
定

松
田
市
兵
衛

直
長
若
林
和
泉
直

則岡
野
権
左
衛

門
英
明

相
摸
ー
愛
甲
郡

荻
野
武
蔵
－
比
企
郡

松
山
武
蔵
ー
埼
玉
郡

岩
槻

岡
部
彦
右
衛
　
武
蔵
i
榛
沢
郡

門
忠
房
　
　
　
岡

諏
訪
部
宗
右
　
武
蔵
ー
秩
父
郡

衛
門
定
吉
　
　
日
尾

天
正
一
九
年
大
住
郡
・
酒
井
村
他

天
正
一
九
年
　
大
住
郡
・
酒
井
村
他

文
禄
四
年
　

愛
甲
郡
・
上
荻
野
村

天
正
一
九
年

寛
永
三
年

元
和
元
年

五
〇
〇
石

二
〇
〇
石

二
三
〇
石

馨
騨
綱
護
撃
、
δ
・
石

高
座
郡
・
渕
野
辺
村
　
　
二
〇
〇
石

輪
゜
蒔
．
麟
矢
遡

慶
長
元
年
　
高
座
郡
・
大
庭
村

q勿

ﾎ
巻
下
野
康
武
蔵
－
久
良
岐
文
禄
元
年
　
鎌
倉
郡
・
中
田
村

四
〇
〇
石

三
三
〇
石

一
一
〇
石

定
勝
二
男
、
定
勝
所
領
内
を
分
知
、

墓
所
酒
井
村
法
雲
寺
。

定
勝
三
男
、
定
勝
所
領
内
を
分

知
、
寛
永
一
〇
・
二
・
七
淘
綾
郡

生
沢
村
に
二
〇
〇
石
加
増
、
墓
所

右
同
。

文
禄
四
年
家
康
に
仕
え
、
旧
地
を

拝
領
。

武
蔵
国
松
山
城
上
田
氏
に
仕
え
武

者
奉
行
、
一
九
年
家
康
に
仕
え
る
。

父
は
板
部
岡
融
成
。
英
明
は
武
蔵

国
岩
槻
城
北
条
氏
房
に
仕
え
、
慶

長
九
年
融
成
に
従
い
家
康
に
謁

見
。父
吉
正
は
松
田
康
秀
に
仕
え
、
文

禄
元
年
板
部
岡
融
成
に
よ
り
肥
前

国
名
護
屋
で
家
康
に
謁
見
。

北
条
氏
直
に
仕
え
、
日
尾
城
に
住

し
天
正
一
八
年
氏
直
に
従
い
高
野

山
へ
。
文
禄
元
年
家
康
に
仕
う
。

北
条
氏
政
に
仕
え
、
上
京
中
小
田
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a3

敬

多
多
久

興
津
甚
左
衛
　
相
模
－
大
住
郡

門
良
信
　
　
　
中
原

αの

@
坪
井
次
右
衛

　
　
門
長
勝

㈲a㊦

貴
志
弥
兵
衛

正
吉
守
屋
佐
大
夫

行
広

武
蔵
ー
埼
玉
郡

安
松
相
模
ー
津
久
井

領
・
与
瀬

天
正
一
八
年
　
（
大
住
郡
・
中
原
代
官
）

（
大
住
郡
・
中
原
代
官
）

天
正
一
八
年
　
津
久
井
領
・
寸
沢
嵐
村

慶
長
一
三
年
　
（
津
久
井
領
代
官
）

七
〇
〇
石

原
合
戦
の
為
沼
津
で
捕
わ
れ
、
家

康
に
預
け
ら
れ
中
田
村
蟄
居
。

父
加
賀
守
江
戸
城
を
守
る
時
、
人

質
と
し
て
小
田
原
に
止
ま
り
、
中

原
で
五
〇
貫
を
与
え
ら
る
。

天
正
一
八
年
滅
亡
後
流
浪
、
の
ち

家
康
に
召
さ
れ
て
代
官
と
な
る
。

墓
所
原
村
法
要
寺
。

北
条
氏
照
に
仕
え
る
。

代
々
北
条
氏
に
仕
え
る
。
滅
亡
後

日
連
村
に
土
着
、
慶
長
検
地
名
請

人
、
の
ち
代
官
と
な
る
。
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ま
ず
数
量
的
な
こ
と
か
ら
で
あ
る
が
、
徳
川
氏
へ
の
臣
従
年
次
は
当
然
な
が
ら
天
正
十
八
～
二
十
年
が
多
く
、
一
六
名
中
九
名
と
な

る
。
新
規
の
所
領
高
は
、
若
林
直
則
を
例
外
と
し
て
最
低
一
一
〇
石
か
ら
七
〇
〇
石
ま
で
で
、
平
均
三
三
〇
石
と
な
り
こ
の
数
字
は
他
の

旗
本
た
ち
の
所
領
高
と
大
差
は
な
い
。

　
次
に
幾
人
か
の
旧
臣
に
つ
い
で
で
あ
る
。
ま
ず
冒
頭
の
仙
波
七
郎
左
衛
門
吉
種
は
、
『
役
帳
』
に
よ
る
と
父
称
八
郎
次
種
の
時
高
座
郡

遠
蔵
村
で
三
〇
貫
文
を
知
行
し
て
い
る
。
遠
蔵
村
に
は
次
種
の
父
土
佐
守
某
の
創
設
し
た
曹
洞
宗
宝
泉
寺
が
あ
り
、
次
種
も
当
寺
を
墓
所

と
し
て
い
る
の
で
本
村
は
仙
波
氏
相
伝
の
地
と
い
え
る
。
吉
種
は
次
種
長
子
で
、
小
田
原
落
城
直
後
に
徳
川
氏
へ
仕
え
、
翌
十
九
年
徳
川



氏
の
陸
奥
国
出
兵
に
従
っ
て
い
る
。
新
知
は
大
住
郡
中
原
村
二
給
の
う
ち
二
六
〇
石
で
あ
る
。

　
③
～
⑥
山
角
氏
は
後
北
条
氏
譜
代
の
家
臣
で
、
評
定
衆
を
勤
め
た
重
臣
の
家
で
あ
る
。
小
田
原
の
山
角
町
は
山
角
氏
居
住
か
ら
つ
け
ら

れ
た
と
い
う
。
『
役
帳
』
に
よ
る
と
、
山
角
氏
の
所
領
は
山
角
康
定
（
上
野
介
H
評
定
衆
）
・
山
角
政
定
が
鎌
倉
郡
戸
塚
村
を
知
行
し
た
。
主

家
滅
亡
後
康
定
三
男
定
勝
が
召
さ
れ
、
大
住
郡
酒
井
村
・
長
沼
村
・
八
幡
村
で
一
二
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
た
が
、
定
勝
は
老
齢
を
理
由
に

こ
れ
ら
所
領
を
長
子
政
定
“
二
〇
〇
石
・
二
男
盛
繁
1
1
五
〇
〇
石
・
三
男
長
定
“
二
〇
〇
石
と
、
政
定
の
子
正
勝
に
三
〇
〇
石
と
計
四
名

に
三
か
村
分
給
で
分
知
し
た
。
定
勝
・
盛
繁
・
長
定
共
に
酒
井
村
を
本
貫
と
し
、
村
内
浄
土
宗
法
雲
寺
が
山
角
氏
累
代
の
墓
所
と
な
っ
た
。

　
右
の
二
例
以
外
は
第
一
表
を
参
照
願
い
た
い
が
、
ご
く
特
例
を
除
き
、
臣
従
し
た
旧
臣
た
ち
に
共
通
す
る
こ
と
と
し
て
、
新
た
な
所
領

は
い
ず
れ
も
旧
領
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
確
認
で
き
る
。
旧
領
主
の
旧
領
（
本
領
）
か
ら
の
断
絶
、
換
言
す
る
な
ら
ぽ
戦

国
期
支
配
の
終
止
が
こ
こ
に
実
施
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
ご
く
例
外
と
し
て
松
田
直
長
が
あ
る
。
松
田
氏
は
直
長
の
二
代
前
康
定
の
と
き
北
条
氏
康
に
仕
え
、
康
の
一
字
を
与

え
ら
れ
た
重
臣
の
家
で
あ
る
。
『
役
帳
』
で
は
、
国
内
の
愛
甲
郡
荻
野
郷
を
本
貫
と
し
て
三
三
七
貫
文
余
を
知
行
し
た
。
長
子
康
長
は
天

正
十
八
年
、
伊
豆
国
山
中
城
で
豊
臣
軍
と
交
戦
し
て
戦
死
し
、
そ
の
子
直
長
が
文
禄
四
年
徳
川
氏
に
召
さ
れ
、
旧
領
の
う
ち
本
貫
荻
野
郷

の
一
部
を
宛
行
わ
れ
た
。
旧
荻
野
郷
は
の
ち
の
上
・
中
・
下
荻
野
村
で
あ
る
が
、
直
長
領
二
三
〇
石
は
上
荻
野
村
二
給
の
一
部
で
、
新
領

の
規
模
は
旧
本
貫
の
ほ
ぼ
八
分
一
で
あ
る
。
宛
行
時
が
文
禄
四
年
で
あ
る
か
ら
、
主
家
滅
亡
か
ら
五
年
を
経
て
お
り
、
宛
行
地
は
徳
川
氏

直
轄
地
－
松
田
領
と
な
り
、
厳
密
に
は
旧
領
安
堵
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
旧
領
主
・
旧
領
地
と
い
う
、
ご
く
稀
な
例
が
こ
こ
に
見
ら
れ

る
。
但
し
松
田
氏
は
こ
の
後
慶
安
元
年
、
当
地
を
上
総
国
に
知
行
替
え
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
少
し
視
点
を
か
え
、
旧
臣
の
う
ち
徳
川
氏
に
代
官
と
し
て
登
用
さ
れ
た
、
面
興
津
良
信
と
G
㊦
守
屋
行
広
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き

た
い
。
興
津
氏
は
良
信
よ
り
二
代
前
、
加
賀
守
某
の
代
に
駿
河
国
今
川
氏
か
ら
北
条
氏
康
・
氏
政
に
仕
え
、
長
兄
は
上
野
国
小
笹
城
主
と

87



な
っ
て
い
る
。
良
信
は
国
内
大
住
郡
中
原
郷
を
本
貫
と
し
て
五
〇
貫
文
を
知
行
し
て
い
る
が
、
天
正
十
八
年
主
家
滅
亡
と
同
時
に
徳
川
氏

に
召
さ
れ
、
蔵
米
二
〇
〇
俵
で
代
官
に
任
命
さ
れ
た
。
五
〇
貫
文
の
領
主
が
蔵
米
二
〇
〇
俵
で
代
官
と
い
う
大
き
な
変
転
で
あ
る
が
、
そ

の
管
掌
地
は
、
旧
領
の
中
原
郷
を
中
心
と
す
る
相
模
国
南
部
の
徳
川
氏
直
轄
地
で
あ
る
。
当
時
国
内
で
は
な
お
後
北
条
氏
治
下
の
郡
制
が

続
き
、
中
郡
（
大
住
郡
．
淘
綾
郡
・
愛
甲
郡
）
の
直
轄
地
を
代
官
頭
伊
奈
忠
次
が
管
知
し
た
。
良
信
は
患
次
に
属
し
、
慶
長
年
間
中
原
郷

に
中
原
陣
屋
が
設
置
さ
れ
る
と
、
良
信
は
陣
屋
詰
の
相
代
官
の
一
人
と
し
て
、
今
は
徳
川
氏
の
直
轄
地
と
な
っ
た
旧
領
を
管
知
し
た
。
管

掌
地
に
こ
れ
以
上
通
暁
し
た
人
物
は
い
な
か
ろ
う
。
第
一
表
の
㎜
坪
井
長
勝
と
、
次
に
述
べ
る
α
θ
守
屋
行
広
も
興
津
氏
と
共
に
相
代
官
の

一
人
で
あ
る
。

　
良
信
の
跡
は
三
子
庄
蔵
が
継
い
で
相
代
官
と
な
る
が
、
の
ち
無
嗣
断
絶
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
良
信
長
子
は
曽
根
吉
次
で
、
良
信
と

同
じ
く
伊
奈
忠
次
に
属
し
、
以
後
世
襲
代
官
と
し
て
続
い
て
い
る
。

　
次
に
α
⑤
守
屋
行
広
で
あ
る
。
守
屋
氏
は
前
述
し
た
津
久
井
衆
の
一
人
で
、
『
役
帳
』
で
は
与
瀬
村
に
居
住
し
所
領
高
は
前
記
井
上
主
計

助
に
次
い
で
五
位
の
三
四
貫
文
余
で
あ
る
。
守
屋
氏
の
場
合
は
他
の
徳
川
氏
へ
臣
従
し
た
旧
臣
た
ち
と
違
っ
て
、
天
正
十
八
年
後
北
条
氏

滅
亡
と
同
時
に
農
民
と
な
り
、
旧
本
貫
か
ら
相
模
川
を
隔
て
た
日
連
村
に
移
住
し
た
。
そ
し
て
代
官
頭
彦
坂
元
正
が
実
施
し
た
慶
長
九
年

総
検
地
に
さ
い
し
、
当
主
若
狭
（
旧
若
狭
守
行
重
）
は
村
内
第
三
位
の
名
請
人
に
、
ま
た
惣
領
佐
大
夫
（
行
広
）
は
第
一
位
の
名
請
人
と

な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
一
度
は
農
民
と
し
て
村
内
の
上
層
に
位
置
し
た
が
、
慶
長
十
三
年
、
佐
大
夫
行
広
が
幕
府
代
官
に
登
用
さ
れ
代
官
頭
伊
奈
忠

次
に
帰
属
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
行
広
は
旧
津
久
井
城
の
山
麓
根
小
屋
村
に
陣
屋
を
設
け
、
ま
た
中
原
相
代
官
の
一
人
と
し
て
、
津
久
井

領
と
隣
接
す
る
高
座
郡
内
幕
領
支
配
に
当
た
っ
た
。
そ
の
在
任
中
、
津
久
井
領
川
尻
村
六
齋
市
の
設
立
、
領
内
有
力
農
民
へ
の
一
字
宛
行

と
か
、
更
に
婚
姻
を
結
ぶ
な
ど
独
自
の
動
向
が
み
ら
れ
る
。
次
に
参
考
と
し
て
、
『
寛
政
譜
』
や
現
地
に
伝
わ
る
「
日
連
住
守
屋
由
緒
書
」
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等
を
基
に
し
て
正
確
な
系
図
を
ま
と
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
大
夫
）

　
行
重
…
…
行
重
ー
行
広
　
　
　
　
　
佐
源
太

　
　
　
　
　
　
　
　
－
四
郎
左
衛
門
－
六
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
大
夫
）

　　

@　
@　
@　
燕
ｶ
兵
衛
一
締
結
†
助
二
郎

　
佐
大
夫
行
広
の
代
官
就
任
に
よ
り
、
長
子
佐
源
太
は
父
の
手
代
と
な
っ
た
が
、
寛
永
三
年
行
広
の
死
後
は
甥
の
佐
大
夫
行
吉
が
継
ぎ
、

中
原
相
代
官
に
就
任
し
た
。
行
吉
は
行
広
の
管
掌
地
に
加
え
、
武
蔵
国
目
野
領
内
幕
領
も
支
配
し
た
。
行
吉
弟
権
大
夫
も
ま
た
代
官
と
な

り
、
下
総
国
内
幕
領
を
管
掌
し
そ
の
後
を
長
子
助
次
郎
が
継
い
だ
。

　
以
上
の
様
に
、
代
官
に
任
命
さ
れ
た
旧
臣
た
ち
に
共
通
す
る
こ
と
と
し
て
、
代
官
と
し
て
管
知
す
る
幕
領
は
、
彼
等
の
戦
国
期
か
ら

続
い
た
旧
領
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
ま
た
い
ず
れ
も
が
世
襲
代
官
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
徳
川
氏
入
国
当
初
の
関
東
は
、
『
徳
川

実
紀
』
が
伝
え
る
”
関
東
は
久
し
く
北
条
の
地
な
れ
ぽ
…
…
〃
と
の
周
知
の
状
況
説
明
が
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
徳
川
氏
直
轄
地
の
全

う
な
支
配
の
た
め
、
長
年
直
接
に
所
領
支
配
を
行
い
、
在
地
に
通
暁
し
た
旧
臣
た
ち
を
あ
え
て
代
官
に
登
用
し
た
の
で
あ
り
、
前
に
述
ぺ

た
他
の
旧
臣
た
ち
の
旧
領
か
ら
の
切
り
離
し
と
は
方
法
は
異
る
が
、
そ
の
意
図
は
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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四

　
最
後
に
武
蔵
国
三
か
郡
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
相
模
国
と
同
じ
く
、

た
の
で
、
以
下
二
、
三
の
旧
臣
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

こ
の
郡
内
に
所
領
を
与
え
ら
れ
た
旧
臣
た
ち
を
第
二
表
に
ま
と
め



第
二
表
　
武
蔵
三
郡
に
所
領
を
与
え
ら
れ
た
後
北
条
氏
旧
臣

（1）（3） （2＞（5） （4）（7） （6）（8）

小
幡
太
郎
左

衛
門
正
俊

神
田
因
幡
正

高布
施
仁
兵
衛

景
盛

遠
山
小
右
衛

門
景
政

山
中
修
理
元

定遠
山
新
次
郎

景
綱
岡
野
平
兵
衛

房
恒

笠
原
弥
次
兵

旧
領
　
　
　
　
　
年
次

武
蔵
－
橘
樹
郡
　
天
正
一
八
年

大
豆
戸

武
蔵
－
多
摩
郡
　
天
正
一
九
年

青
梅
　
　
　
　
　
　
　
文
禄
元
年

伊
豆
i
田
方
郡

韮
山

武
蔵
ー
埼
王
郡

岩
槻

武
蔵
ー
橘
樹
郡

慶
長
七
年

文
禄
元
年

寛
永
一
〇
年

天
正
一
九
年

天
正
一
九
年

新
知
橘
樹
郡
・
小
田
村
他

橘
樹
郡
・
木
月
村

橘
樹
郡
・
木
月
村

橘
樹
郡
・
有
馬
・
馬

絹
村
橘
樹
郡
・
矢
口
・
稻
毛

村都
筑
郡
・
本
郷
・
新
羽

村都
筑
郡
・
長
津
田
・
栗

木
村

都
筑
郡
・
台
村

所
領
高
一
一
〇
石

三
〇
〇
石

二
〇
〇
石

二
三
〇
石

二
〇
〇
石

二
〇
〇
石

五
〇
〇
石

二
〇
〇
石

　
　
備
考

北
条
氏
政
に
仕
え
、
橘
樹
郡
大
豆
戸

村
・
相
模
国
高
座
郡
下
和
田
村
を
知

行
。
墓
所
大
豆
戸
村
本
乗
寺
。

北
条
氏
直
に
仕
え
、
天
正
一
九
年
家

康
に
召
さ
る
。

父
康
則
は
北
条
氏
康
に
仕
え
、
相
模

国
大
住
郡
板
戸
村
大
槻
村
を
知
行
、

景
盛
は
天
正
一
八
年
家
康
へ
。

北
条
氏
直
に
仕
え
、
天
正
噌
九
年
頃

家
康
に
仕
え
代
官
と
な
る
。

北
条
氏
邦
に
仕
え
、
韮
山
落
城
後
流

浪
、
天
正
一
九
年
陸
奥
国
岩
手
沢
で

家
康
に
仕
え
る
。

父
直
吉
も
北
条
氏
直
に
仕
え
る
。

岩
槻
城
北
条
氏
房
に
仕
え
る
。
天
正

一
九
年
家
康
に
仕
え
、
陸
奥
国
に
随

行
、
墓
所
長
津
田
村
大
林
寺
。

曽
祖
父
信
為
以
来
小
机
城
主
。
重
政
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衛
重
政

⑨
　
服
部
太
郎
左

　
　
衛
門
正
信

q㊥

小
机

倉
林
五
郎
右
　
武
蔵
－
多
摩
郡

衛
門
則
房
　
　
八
王
子

qD

@
庄
与
左
衛
門

　
　
直
重

働a3a4

宅
間
治
部
大

輔
規
富

富
永
孫
六
郎

重
吉
三
浦
助
儀
藤

俊

武
蔵
i
久
良

岐
郡
：
永
田

武
蔵
・
岩
槻

天
正
一
八
年

都
筑
郡
・
青
砥
村

橘
樹
郡
・
今
井
村

天
正
一
八
年
　
　
都
筑
郡
・
川
井
村

一
六
〇
石

三
六
石

一
六
〇
石

天
正
一
九
年
頃
　
都
筑
郡
・
上
川
井
村
　
　
二
七
〇
石

慶
長
六
年

文
禄
三
年

都
筑
郡
・
二
俣
川
村

｛相模
高
座
郡
草
柳
・
室

田
村
都
筑
郡
・
早
野
村

慶
長
一
七
年
　
　
都
筑
郡
・
川
向
村

二
二
〇
石

二
三
〇
石

二
五
〇
石

三
五
石

天
正
一
九
年
家
康
に
仕
え
る
。
墓
所

小
机
村
雲
松
院

北
条
氏
政
に
仕
え
、
天
正
一
八
年
家

康
に
仕
え
る
。
長
子
尚
正
墓
所
青
砥

村
蓮
正
寺
。

北
条
氏
照
に
仕
え
る
。
小
田
原
落
城

後
八
王
子
真
覚
寺
に
あ
り
、
一
八
年

藤
沢
遊
行
寺
で
家
康
に
謁
見
。

父
直
重
は
氏
直
に
仕
え
、
相
模
国
愛

甲
郡
小
野
村
知
行
。
の
ち
家
康
に
仕

え
関
ヶ
原
戦
に
従
軍
。

北
条
氏
直
に
仕
え
る
。
天
正
一
九
年

家
康
に
仕
え
る
。

北
条
氏
直
に
従
い
高
野
山
へ
。
文
禄

元
年
伏
見
に
て
家
康
に
仕
え
る
。

父
氏
俊
が
北
条
氏
直
に
仕
え
、
落
城

後
処
士
と
な
る
。
の
ち
家
康
に
仕

え
る
。

　
㈲
　
間
宮
氏
（
別
記
）

　
第
二
表
に
よ
る
と
、
三
郡
内
に
新
知
を
与
え
ら
れ
た
旧
臣
は
一
六
名
と
な
り
、
臣
従
年
次
は
天
正
十
八
、
九
年
が
九
名
で
最
も
多
い
。

そ
の
平
均
所
領
高
は
約
二
二
〇
石
で
、
相
模
国
内
宛
行
の
旧
臣
よ
り
も
、
ま
た
こ
の
時
期
の
旗
本
一
般
の
所
領
よ
り
小
規
模
で
あ
る
。
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ま
ず
⑤
遠
山
直
吉
で
あ
る
が
、
こ
の
遠
山
氏
は
冒
頭
で
述
べ
た
元
相
模
国
大
住
郡
白
根
郷
領
主
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
遠
山
直
吉

は
天
正
十
八
年
七
月
十
六
日
、
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
白
根
郷
へ
妻
子
の
居
住
を
許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
直
吉
が
、
旧
主
北
条
氏
直
の
紀
州
高

野
山
蟄
居
に
雇
従
す
る
た
め
で
あ
る
。
翌
十
九
年
直
吉
は
帰
国
し
、
こ
こ
で
徳
川
氏
に
仕
え
武
蔵
国
都
筑
郡
本
郷
村
・
新
羽
村
で
三
〇
〇

石
を
与
え
ら
れ
た
。

　
⑨
笠
原
氏
は
初
代
信
為
か
ら
北
条
早
雲
に
仕
え
、
一
時
武
蔵
国
小
机
城
主
に
な
り
、
小
机
村
に
曹
洞
宗
雲
松
院
を
建
立
し
て
い
る
。
そ

の
四
代
後
が
重
政
で
、
天
正
十
九
年
重
政
｝
三
歳
で
徳
川
氏
に
召
さ
れ
、
都
筑
郡
台
村
三
給
の
う
ち
二
〇
〇
石
を
宛
行
わ
れ
た
。
の
ち
重

政
は
村
内
に
雲
松
院
末
寺
聖
弘
寺
を
建
立
し
た
。

　
㈹
宅
間
氏
は
鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
名
家
で
、
初
代
重
兼
は
関
東
に
お
い
て
上
杉
氏
の
基
盤
を
築
い
た
上
杉
憲
房
の
養
子
で
あ
る
。
後
北

条
氏
と
は
一
二
代
房
成
の
時
期
か
ら
関
係
が
は
じ
ま
り
、
『
役
帳
』
で
は
「
御
家
門
方
」
で
「
宅
間
殿
」
と
敬
称
さ
れ
、
相
模
国
鎌
倉
郡

永
谷
村
．
武
蔵
国
久
良
岐
郡
長
田
村
で
三
〇
〇
貫
文
を
領
知
し
た
。
一
四
代
親
富
の
時
に
後
北
条
氏
は
滅
亡
し
、
天
正
十
九
年
長
子
忠
次

と
共
に
徳
川
氏
に
召
さ
れ
て
臣
従
し
、
慶
長
六
年
相
模
国
高
座
郡
草
柳
村
・
室
田
村
と
、
武
蔵
国
都
筑
郡
二
俣
川
村
に
七
〇
〇
石
を
宛
行

わ
れ
た
。
本
貫
は
二
俣
川
村
で
、
村
内
浄
土
宗
三
仏
寺
が
累
代
の
墓
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
忠
次
は
村
内
に
日
蓮
宗
妙
運
寺
を
開

基
し
て
い
る
。

最
後
に
0
⑤
間
宮
氏
で
あ
る
が
、
間
宮
氏
は
相
模
衆
一
四
家
の
豪
で
あ
る
。
多
く
の
旧
臣
た
ち
の
中
で
、
間
宮
氏
は
・
れ
ま
で
の
旧
臣

た
ち
と
は
異
。
た
顕
著
を
動
向
が
み
ら
れ
る
。
間
宮
家
に
は
多
く
の
分
崇
あ
り
、
そ
の
系
統
が
複
雑
な
た
め
・
参
考
と
し
て
次
に
間
宮

氏
の
系
図
を
整
理
し
て
あ
げ
た
。
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定
通
ー
（
七
代
略
）
ー
信
盛
i
信
元
ー
康
俊
i
康
次
（
早
世
）

　
①
　
　
　
　
②

1
信
次
　
－
綱
信

－
某
　
　
ー
信
好

　
　
　
　
ー
信
俊

　
　
　
　
　
③

ー
康
信
－
直
元

－
善
十
郎

－
信
高

ー
女
子

ー
元
重

　
間
宮
氏
は
九
代
豊
前
守
信
盛
が
北
条
早
雲
に
仕
え
、
以
来
右
系
図
の
よ
う
に
進
展
す
る
。
『
役
帳
』
で
は
康
俊
が
武
蔵
国
久
良
岐
郡
杉

田
村
・
同
国
橘
樹
郡
末
吉
村
・
同
川
崎
村
・
同
国
入
間
郡
富
屋
村
、
相
模
国
鎌
倉
郡
小
雀
村
・
同
国
高
座
郡
国
分
村
・
三
浦
郡
不
入
斗
村

等
で
六
九
八
貫
文
余
を
知
行
し
て
い
る
。

　
右
の
系
図
で
ま
ず
①
信
次
の
系
統
で
あ
る
が
、
こ
の
系
統
は
信
次
－
忠
信
－
信
繁
－
信
之
と
続
く
。
文
禄
元
年
に
信
繁
が
徳
川
氏
に
仕

え
、
曽
祖
父
信
盛
の
旧
領
久
良
岐
郡
杉
田
村
・
中
里
村
に
五
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
、
使
番
－
鷹
匠
支
配
と
な
る
。
本
貫
杉
田
村
に
は
祖
父

信
次
以
来
の
陣
屋
が
あ
り
、
村
内
の
日
連
宗
妙
法
寺
は
信
繁
の
墓
所
で
あ
る
。

②
綱
信
の
系
統
は
綱
信
副
耀
と
な
ゑ
綱
信
は
武
蔵
国
滝
山
城
主
北
条
氏
照
に
仕
兄
掩
天
正
＋
八
年
徳
川
氏
に
属
ま
ね
て

家
康
と
は
じ
っ
こ
ん
の
間
柄
と
の
こ
と
で
、
祖
父
信
盛
の
旧
領
に
近
い
久
良
岐
郡
氷
取
沢
村
で
養
老
料
五
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
、
死
後
は

村
内
の
宝
勝
寺
に
葬
む
ら
れ
た
。
長
子
正
重
は
氏
政
に
属
し
、
父
と
同
年
に
橘
樹
郡
小
田
村
三
給
の
う
ち
一
〇
〇
石
、
そ
し
て
三
男
頼
次

も
綱
信
と
同
じ
く
北
条
氏
照
に
仕
え
た
の
ち
、
相
模
国
大
住
郡
上
大
槻
村
二
給
で
二
〇
〇
石
を
知
行
し
た
。
ち
な
み
に
、
後
年
の
間
宮
士

93



信
は
正
重
の
後
窩
で
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
る
地
域
外
と
は
な
る
が
、
前
掲
系
図
の
う
ち
、
信
俊
・
元
重
等
も
天
正
十
八
年
に
武
蔵
国
内
に
所
領
を
与

え
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
③
直
元
の
系
統
で
あ
る
が
、
直
元
は
北
条
氏
直
に
仕
え
た
。
『
寛
政
譜
』
で
は
天
正
十
八
年
に
徳
川
氏
に
召
さ
れ
、
下
総
国
印
旛

郡
．
千
葉
郡
内
で
一
〇
〇
〇
石
を
宛
行
わ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
徳
川
氏
に
臣
従
し
た
家
臣
の
中
で
最
も
大
身
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
動

向
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
次
の
事
実
が
あ
る
。
直
元
が
徳
川
氏
に
臣
従
し
た
天
正
十
九
年
十
月
、
久
良
岐
郡
杉
田
下
郷
に
代
官
頭
伊
奈
忠

次
に
よ
っ
て
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
現
存
す
る
検
地
帳
写
に
よ
る
と
、
屋
敷
地
四
反
を
名
請
し
て
い
る
彦
次
郎
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
彦
次

郎
は
、
直
元
長
子
彦
次
郎
忠
次
と
論
証
さ
れ
て
い
る
。
前
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
杉
田
郷
は
間
宮
氏
相
伝
の
本
貫
の
地
で
あ
り
、
間
宮
氏
直

系
の
直
元
に
旧
領
が
引
継
が
れ
て
い
た
こ
と
と
、
更
に
父
直
元
が
徳
川
氏
に
臣
従
し
た
直
後
の
検
地
に
、
長
子
彦
次
郎
名
儀
で
四
反
1
1
一

二
〇
〇
坪
も
の
広
大
な
屋
敷
地
を
名
請
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
屋
敷
地
四
反
、
こ
の
数
字
は
筆
者
が
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
多
く
の
検
地

帳
か
ら
み
て
も
類
例
の
無
い
規
模
で
あ
る
。
旧
領
に
お
け
る
旧
来
の
屋
敷
地
の
継
承
に
よ
り
、
や
が
て
は
旗
本
の
江
戸
へ
の
集
住
に
よ
っ

て
耕
地
化
す
る
が
、
こ
こ
に
徳
川
氏
入
国
当
初
に
お
け
る
在
地
の
実
情
の
一
側
面
が
見
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
情
況
の
下
で
、
直
元
は
慶
長
三
年
但
馬
国
代
官
と
な
り
、
同
時
に
旧
領
杉
田
郡
に
接
す
る
本
牧
領
幕
領
の
代
官
に
任
命
さ

れ
、
以
後
間
宮
氏
は
一
〇
〇
〇
石
を
知
行
し
な
が
ら
、
前
記
彦
次
忠
次
か
ら
正
信
－
正
次
ー
次
信
と
世
襲
し
、
本
牧
領
内
幕
領
は
正
次
に

至
る
ま
で
三
代
に
わ
た
っ
て
間
宮
氏
の
支
配
が
継
続
し
た
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
天
正
十
八
年
後
北
条
氏
滅
亡
に
よ
る
、
そ
の
遺
臣
た
ち
の
動
向
を
ご
く
大
ま
か
に
追
っ
て
み
た
。
土
着
と
徳
川
氏
へ
の
臣
従
、

そ
の
全
容
を
み
る
前
提
と
し
て
、
い
ず
れ
も
特
定
の
地
域
に
焦
点
を
あ
て
た
。
何
分
に
も
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
た
め
、
決
定
的
な
結
論

を
み
る
に
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
わ
ず
か
な
過
程
か
ら
遺
臣
た
ち
の
動
向
や
、
徳
川
氏
の
対
遺
臣

政
策
の
、
原
則
論
と
も
い
え
そ
う
な
二
、
三
の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
へ
ん
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
ず
土
着
し
た
遺
臣
で
あ
る
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
津
久
井
衆
の
よ
う
に
、
後
北
条
氏
に
よ
っ
て
有
力
農
民
が
家
臣
団
と
し
て
編
成
さ
れ

た
場
合
、
そ
の
所
領
は
極
言
す
る
な
ら
ぽ
相
伝
の
田
畑
の
所
領
化
で
あ
り
、
大
仰
に
い
え
ぽ
本
領
安
堵
の
形
式
に
な
る
。
家
臣
団
の
中
で

も
、
こ
う
し
た
ご
く
低
辺
に
い
る
遺
臣
た
ち
は
、
元
々
が
在
地
1
1
土
着
な
の
で
別
に
問
題
は
な
く
、
武
士
と
し
て
の
側
面
の
消
滅
で
農
民

と
し
て
家
格
と
経
済
（
旧
所
領
の
一
部
）
の
近
世
へ
の
移
行
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
相
模
国
大
住
郡
真
田
村
上
野
氏
の
如
く
、
持
幽
口
匝

五
八
石
・
宮
座
左
一
番
、
そ
し
て
世
襲
名
主
と
い
う
の
は
一
代
表
例
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
す
べ
て
の
土
着
が
問
題
な
く
進
展
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
下
吉
沢
村
増
尾
氏
の
場
合
に
留
意
し
た
い
。
増
尾
氏
の
土
着
に
つ
い

て
前
に
二
点
の
文
書
を
掲
げ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
増
尾
氏
は
土
着
に
さ
い
し
、
八
剣
神
社
宮
座
右
一
番
を
外
記
か
ら
買
取
っ
た
こ
と
、

ま
た
土
着
に
当
た
り
、
村
の
最
有
力
者
宮
座
左
一
番
の
二
宮
修
理
方
へ
婿
入
り
し
、
最
終
的
に
は
左
一
番
二
宮
修
理
・
右
一
番
増
尾
玄

蕃
・
中
座
山
田
強
右
衛
門
と
い
う
座
順
に
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
増
尾
氏
は
本
貫
へ
の
土
着
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
有
力
老
と
の
血
縁
関
係
を
つ
く
り
、
ま
た
経
済
力
に
よ
っ
て
家
格
を
入
手
す
る
必
要
な
ど
、
土
着
に

さ
い
し
て
の
一
側
面
が
見
出
さ
れ
る
。
近
世
の
村
の
中
で
、
増
尾
氏
は
名
主
に
就
任
す
る
こ
と
な
く
し
て
終
っ
て
い
る
。

　
土
着
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
ひ
と
つ
に
、
上
層
家
臣
団
の
具
体
的
実
態
の
究
明
が
あ
る
。
郷
か
ら
郷
へ
と
、
数
郷
に
渡
る
大
規
模
な
所
領
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を
有
す
る
遺
臣
は
本
貫
へ
の
土
着
が
通
常
で
あ
る
。
そ
の
遺
臣
た
ち
が
、
幕
藩
領
主
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
る
検
地
で
ど
う
名
請
さ
れ
る

か
、
そ
の
経
済
面
の
解
明
が
ま
だ
充
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
在
地
現
存
資
料
と
、
更
に
近
世
前
期
と
い
う
時
代
上
の
制
限
が

あ
り
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
土
着
に
つ
い
て
は
こ
の
へ
ん
の
こ
と
を
今
後
の
一
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
遺
臣
た
ち
の
徳
川
氏
へ
の
臣
従
で
あ
る
。
臣
従
し
た
遺
臣
は
い
ず
れ
も
徳
川
氏
か
ら
召
さ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
徳
川
氏
家
臣
の

仲
介
に
よ
っ
て
い
る
。
『
寛
政
譜
』
か
ら
抽
出
し
た
一
四
〇
家
を
通
覧
す
る
と
、
徳
川
氏
あ
る
い
は
そ
の
家
臣
と
の
縁
故
関
係
、
伝
統
を

維
持
す
る
名
家
、
そ
し
て
有
力
家
臣
の
中
か
ら
召
さ
れ
、
あ
る
い
は
推
さ
れ
て
徳
川
氏
に
仕
え
て
い
る
。
遺
臣
た
ち
に
対
す
る
徳
川
氏
の

対
応
を
み
る
と
、
幾
つ
か
の
共
通
性
が
確
認
で
き
る
。

　
ま
た
所
領
に
つ
い
て
み
る
と
、
所
領
規
模
に
つ
い
て
は
特
に
処
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
ほ
ぼ
二
〇
〇
石
～
六
〇
〇
石
程
度
で
ご

く
平
均
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
所
領
に
つ
い
て
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
新
所
領
は
旧
領
か
ら
全
く
切
り
離
さ
れ
て
宛
行
わ

れ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
、
こ
の
点
は
前
に
述
べ
た
が
、
ご
く
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
松
田
直
長
の
旧
領
相
模
国
愛
甲
郡
荻
野

郷
内
へ
の
分
給
に
よ
る
宛
行
が
あ
る
。
但
し
こ
の
宛
行
は
文
禄
四
年
で
、
入
国
当
初
は
徳
川
氏
直
轄
地
に
な
り
、
そ
の
一
部
の
分
給
宛
行

で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
例
外
は
、
或
は
今
後
の
調
査
で
新
た
に
見
出
さ
れ
る
可
能
性
は
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
『
寛
政
譜
』
よ
り
抽
出
の
一
四

〇
家
か
ら
は
異
例
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
範
囲
内
で
の
数
量
的
な
面
か
ら
も
、
更
に
旧
領
か
ら
よ
り
遠
隔
地
に
と
い
う
実
例
を
み
る

と
、
遺
臣
た
ち
の
旧
領
か
ら
の
切
り
離
し
は
徳
川
氏
の
基
本
的
な
政
策
の
一
つ
と
い
え
る
。
旧
領
主
の
旧
領
か
ら
の
切
り
離
し
、
こ
れ
は

旧
領
主
と
旧
領
に
お
け
る
領
主
の
恣
意
の
排
除
な
ど
と
い
う
こ
と
を
こ
え
て
、
こ
れ
こ
そ
が
戦
国
時
代
の
終
末
と
、
そ
し
て
新
た
な
体
制

の
開
始
を
如
実
に
示
す
政
策
に
他
な
ら
な
い
。
遣
臣
た
ち
が
実
際
に
与
え
ら
れ
た
所
領
、
そ
れ
は
ま
た
か
つ
て
の
所
領
と
は
異
っ
た
分

給
・
分
散
所
領
で
あ
っ
た
。
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新
所
領
の
宛
行
に
次
い
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
代
官
と
そ
の
支
配
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
遺
臣
の
中
か
ら
代

官
に
登
用
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
守
屋
氏
・
坪
井
氏
・
興
津
氏
や
間
宮
氏
が
あ
っ
た
。
興
津
氏
の
如
く
、
か
つ
て
五
〇
貫
文
の
大
身
が
代

官
と
な
っ
て
蔵
米
二
〇
〇
俵
へ
と
極
端
な
移
り
替
り
、
ま
た
間
宮
氏
の
よ
う
に
、
召
さ
れ
た
遺
臣
の
中
で
最
も
上
層
に
位
す
る
代
官
な

ど
、
こ
の
時
期
な
ら
で
は
の
様
相
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
増
し
て
、
登
用
さ
れ
た
代
官
た
ち
の
管
掌
地
が
、
彼
ら
の
旧
領
ま
た
は
そ
れ

に
接
す
る
徳
川
氏
の
直
轄
地
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
関
東
入
国
当
初
で
、
し
か
も
臨
戦
体
制
下
で
の
直
轄
地
支
配
、
こ
こ
に
は
政
治
・
経
済
・
社
会
、
そ
し
て
軍
事
上
に
周
到
な
行
政
が
要

求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
代
官
に
任
命
さ
れ
た
遺
臣
た
ち
は
、
こ
の
う
え
な
く
在
地
に
通
暁
し
た
者
で
最
良
の
人
選
と
い
え
よ
う

し
、
後
年
の
よ
う
に
官
僚
化
し
た
代
官
た
ち
と
そ
の
性
格
に
も
大
き
な
差
が
あ
る
。
こ
れ
ら
遺
臣
の
諸
氏
は
、
以
後
世
襲
代
官
と
し
て
続

く
例
が
多
い
が
、
ち
な
み
に
付
言
す
る
と
、
諸
氏
の
活
躍
は
近
世
前
期
に
止
ま
り
、
中
期
に
は
断
絶
・
被
免
を
う
け
て
幕
領
支
配
か
ら
姿

を
消
し
て
い
る
。

　
後
北
条
氏
遺
臣
の
動
向
、
そ
の
一
端
を
ま
と
め
る
と
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
傾
向
で
あ
り
、
こ
の
間
に
戦
国
か
ら
近
世
へ
の
移
行
を
少

し
で
も
か
い
ま
み
て
頂
け
れ
ぽ
幸
い
で
あ
る
。
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AStudy　of　Surviving　Retainers　of　the　Gohojo　Family

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KANZAKI　Akitoshi

　One　of　the　elernents　for　the　establishing　premodern　Japanese　society　was

the　policy　of　separating　soldiers　from　peasants．　This　policy　was　promoted

by　the　Oda　and　Toyotomi　regilnes．　Consequently，　resulted　in　a　basic　class

system，　and　the　strongest　class－oriented　society　in　Japanese　history　was

created．　In　the　process　of　inauguration　of　the　Shogunate　government　at

Edo　by　the　Tokugawa　clan，　their　entry　into　the　Kanto　district　constituted

amajor　moment　in　the　transformation　of　the　sengoku　daimyo（a　feudal

lord　in　the　age　of　civil　wars）to　the　daimyo　of　the　early　modern　period，

and　the　policy　of　separating　soldiers　from　peasants　lay　at　the　root　of　the

transforlnation．

　　The　Tokugawa　family　in　the　age　of　Five　Nations，　did　not　drive　retainers

into　soldiers　and　farmers，　but　when　the　clan　entered　the　Kanto　district，　it

faced　the　matter　of　dlsposing　of　the　former　territory　and　retainers　of　the

Gohojo　family，　i．e．　a　matter　of　separating　soldiers　from　peasants。　By　exa・

mining　the　transformation　of　the　retainers　into　farmers　in　Sagami　province，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
it　is　pointed　out　that　many　surviving　retainers　such　as　former　Tsukui・shu

（group　of　retainers　called　Tsukui），　who　used　tQ　have　the　characteris　of

local　warriors，　lived　in　premodern　villages　which　were　founded　on　ranks

of　families　and　tradition。　They　lived　in　villages　as　landowners　and　as

village　officials　economically　and　socially．

　　About　one　hundred　and　forty　surviving　retainers　who　served　for　the

Tokugawa　clan　were　extracted　from　the　Kansei／ンushu　Shokaj「％（A　Genealogy

of　Various　Falnilies）．　With　only　a　few　exceptiQns，　the　new　fiefs　were

assigned　far　away　from　the　former　territory．　This　very　practice　of　cutting

apart　from　the　former　territory（the　end　of　the　period）meant　the　end　of

the　age　of　civil　wars．　The　Tokugawa　c王an，　in　entering　the　Kanto　dist｝ict，

adopted　the　system　of　divided　and　dispersed　fiefs　to　direct　retainers　of

the　shogun，　which　became　the　clan’s　basic　pattern　of　controlling　fiefs　in

the　prernodern　period．

　　There　were　some　surviving　retainers　who　rendered　homag　and　service

99（i）



to　the　Tokugawa　family．　In　controlIing　the　territories　under　Tokugawa’s

immediate　supervislon　as　chief　magistrates，　the　territories　in　their　charge

were　centered　around　their　former　terr董tories．　The　territories　under　the

clan’s　immediate　supervision　were　slginificant　in　a　society　about　to　break

out　civil　wars　in　terms　of　the　political，　economic，　and　military　points　of

view．　For　this　reason，　the　Tokugawa　family　had　former　feudal　lords，　who

were　most　familiar　with　the　regions，　govern　the　regionsas　chief　magis・

trates．　These　facts　were　revealed　in　analyzing　the　policy　of　separating

soldiers　from　peasants　when　the　Tokugawa　family　entered　the　Kanto

district．
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